
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
五

条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
消
費
者
が
事
業
者
の
表
示
で
あ
る
こ
と
を
判
別

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
表
示
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
令
和

年

月

日
か
ら

施
行
す
る
。

一
般
消
費
者
が
事
業
者
の
表
示
で
あ
る
こ
と
を
判
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
表

示
事
業
者
が
自
己
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
つ
い
て
行
う
表
示
で
あ
っ

て
、
一
般
消
費
者
が
当
該
表
示
で
あ
る
こ
と
を
判
別
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の

（資料1-2）




